
 

 

 

中小企業者等災害復旧緊急支援事業 

補助金募集要領 
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１ 事業目的                                       

本事業は、令和５年台風第７号で被災された中小企業者等に対し、被災された生産設備等の更

新等に要する経費の一部を補助し、早期の事業再開等を支援することを目的とします。 

 

２ 補助対象期間                                   

  補助金の交付を受けて行う事業の期間は、被災日時以降に着手し、令和６年２月２９日（木）

までに完了する事業です。 

 

３ 補助事業者                               

福知山市内に、令和５年台風第７号により被災した事業所を有する中小企業者等（中小企業 

基本法第２条に定めるもの又はこれらを構成員とする団体若しくはこれらに準じるもの）が 

対象です。 

 

                     ※中小企業庁HPより引用 

 

４ 補助対象事業                                   

本事業は、令和５年台風第７号により被害を受けた設備等の更新等を対象とします。 

  

[補助対象とならないもの] 

同一事業について、国、京都府、福知山市等の公的な補助金、助成金等の交付を受けている場

合、又は受けることが決まっている場合（ただし、京都府の中小企業等復興支援事業は除くもの

とします。） 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

５ 補助対象経費                              

補助対象となる経費は、申請事業の実施に直接必要な経費とします。 

ただし、保険金が支払われる場合は、対象経費から差し引くものとします。 

 

[対象経費に含まれるもの（例）] 

・建物（工場、事務所、倉庫）及び附属設備（電気・給排水・冷暖房設備、間仕切り、建物の 

全部又は一部を特殊室にするための施設等）の修繕  

・構築物、機械装置（付属の工具備品も含む）、車両運搬具、備品の購入費等 

 

[対象経費に含まれないもの（例）] 

 ・土砂の撤去作業や清掃作業にかかる費用 

・土地の購入費 

・労務費、借入れに伴う支払利息、公租公課（消費税など）、建物の登記費用・官公署に支払う 

手数料等 

・飲食・接待費、税務申告・決算書作成等のための税理士等に支払う費用、その他公的資金の 

使途として社会通念上、不適切と認められる費用 

 

６ 補助率及び補助金額                           

（１）補助率 

補助対象事業に要する経費の１５％以内 

（２）補助金額（１企業当たり） 

１０万円以上１００万円以内 

※補助金は、予算の範囲内で交付されますので、採択されても希望された金額の全額が交付 

されるとは限りません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

７ 申請手続等                               

（１）提出書類 

次の書類の原本又はその写しを各１部提出してください。 

書 類 名 

交付申請書（様式第１号） 

り災（被災者）証明書の写し 

更新前設備の写真等 

対象設備等の見積書等の写し（金額の内訳がわかるもの） 

対象設備等の設置予定場所の位置図 

納税証明書（課税がない方は市税納付状況を確認する承諾書） 

（２）申請の受付 

   申請書は、福知山市商工会、福知山商工会議所又は福知山市産業政策部産業観光課に提出し

てください。 

    

   問い合わせ先電話番号 

   《福知山市商工会》     《福知山商工会議所》     《福知山市産業政策部産業観光課》 

５６－５１５１         ２２－２１０８      ２４－７０７５ 

 

（３）受付期間   

令和５年９月２８日（木） ～ 令和６年１月３１日（水）（厳守） 

   

（４）結果通知 

結果につきましては、福知山市産業政策部産業観光課から申請者あて文書により通知します。 

 

８ 補助金の支払い                                   

  事業完了日から起算して１５日以内又は令和６年２月２９日のいずれか早い日までに、実績報

告書を提出してください。実績報告書の提出があった場合は、すみやかに補助事業完了検査を行

い、検査に合格したものについて補助金をお支払いします。 

検査の実施にあたって、証拠書類として、原則として、発注書・請書等、納品書、請求書、振 

込明細書、領収書、事業の完了を確認できる写真等を提出していただきます（申請時に提出済の 

ものは、除きます）。 

補助金の支払いは、精算払いとします。（事業が早期に終了した場合は終了時期に応じ、支払

いを行います。） 

 

 

 

 

 


